
市
か
ら
の
通
知
・
発
送

�
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

【
内
容
】現
在
手
当
を
受
け
て
い
る
人
が
11
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
に
は
、８
月
31
日

㈫
ま
で
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要（
対
象
者
に

は
用
紙
を
郵
送
）。

▼
詳
し
く
は
、子
ど
も
支
援
課（
☎
66
・
１
０

９
４
）か
西
支
所
保
健
福
祉
係（
☎
77
・
２
２

５
３
）へ
。

�
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

の
現
況
届

【
内
容
】現
在
手
当
を
受
け
て
い
る
人
が
８
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
に
は
、８
月
12
日

㈭
～
９
月
13
日
㈪
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要

（
対
象
者
に
は
用
紙
を
郵
送
）。

▼
詳
し
く
は
、子
ど
も
支
援
課（
☎
66
・
１
０

９
４
）か
西
支
所
保
健
福
祉
係（
☎
77
・
２
２

５
３
）へ
。

�
特
別
障
害
者
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当
の

現
況
届

【
内
容
】現
在
手
当
を
受
け
て
い
る
人
が
８
月

分
以
降
の
手
当
を
受
け
る
に
は
、８
月
11
日
㈬

～
９
月
10
日
㈮
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要（
対

象
者
に
は
用
紙
を
郵
送
、郵
送
で
の
提
出
可
）。

▼
詳
し
く
は
、障
害
福
祉
・
国
民
年
金
課（
☎

66
・
１
０
３
３
）か
西
支
所
保
健
福
祉
係（
☎

77
・
２
２
５
３
）へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

土
曜
臨
時
窓
口
を
開
設

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
と
電
子
証
明

書
の
更
新
、申
請
受
付（
顔
写
真
の
無
料
撮
影
、

申
請
書
書
き
方
サ
ポ
ー
ト
、カ
ー
ド
の
自
宅
郵

送
）を
受
け
付
け
る
臨
時
窓
口
を
開
設
。
利
用

に
は
２
日
前
ま
で
に
電
話
で
予
約
が
必
要（
住

民
票
発
行
や
住
所
異
動
な
ど
は
利
用
不
可
）。

【
日
時
】８
月
7
日
～
９
月
25
日
の
毎
週
土
曜
日
、

13
時
～
16
時

【
場
所
】市
民
課（
市
役
所
本
館
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】❖
交
付
と
電
子
証
明
書
の
更

新
…
市
民
課（
☎
66・１
０
０
１
）❖
申
請
…
カ
ー

ド
申
請
支
援
窓
口（
☎
62
・
１
８
９
７
）

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

自
己
負
担
金
免
除
申
請
を
受
け
付
け
開
始

　
今
年
度
の
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
は
10
月
1
日
㈮
～
12
月
30
日
㈭
に
実
施
し
ま

す
。令
和
３
年
度
市
民
税
非
課
税
世
帯
と
生
活

保
護
世
帯
の
人
は
事
前
申
請
に
よ
り
自
己
負
担

金
１
，５
０
０
円
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】12
月
15
日
㈬
ま
で
に
８
月
１
日
の

新
聞
折
り
込
み
や
公
共
施
設
窓
口
、郵
便
局
や

ス
ー
パ
ー
で
入
手
で
き
る「
高
齢
者
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ
」の
自
己
負
担

金
免
除
申
請
は
が
き
を
郵
送
か
持
参
で
健
康
づ

く
り
課
へ
。

【
結
果
通
知
】９
月
15
日
㈬
ま
で
に
申
請
さ
れ
た

方
は
９
月
下
旬
に
郵
送
。以
降
は
順
次
郵
送
。

▼
詳
し
く
は
、健
康
づ
く
り
課（
☎
65・０
０
６
５
）へ
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
臨
時
特
例

措
置
が
延
長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

る
事
業
の
廃
止
や
売
り
上
げ
の
減
少
な
ど
で
、

世
帯
の
所
得
が
相
当
程
度
下
が
っ
た
場
合
の

臨
時
特
例
措
置
に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
・
納
付
猶
予
の
申
請
手
続
き
が
、令
和
３
年

度（
令
和
３
年
7
月
分
～
令
和
４
年
６
月
分
）も

引
き
続
き
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左
コ
ー
ド
か

ら
ア
ク
セ
ス
可
）で
確
認
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】舞
鶴
年
金
事
務
所（
☎
78
・

１
１
６
５
）か
障
害
福
祉
・
国
民
年
金
課（
☎

66
・
１
０
０
４
）

舞
鶴
市
都
市
計
画
審
議
会
の
結
果

　
舞
鶴
都
市
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
意
見
な
し

と
答
申
さ
れ
ま
し
た
。

【
内
容
】次
の
案
に
つ
い
て
京
都
府
へ
申
し
出
を

す
る
こ
と
を
諮
問

❖
舞
鶴
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更（
上
・
下

福
井
地
区
、安
岡
地
区
）…
市
街
化
区
域
か
ら
市

街
化
調
整
区
域
に
変
更

▼
詳
し
く
は
、都
市
計
画
課（
☎
66・1
0
4
8
）へ
。

大
塚
製
薬
株
式
会
社
と
包
括
的
連
携
協
定

を
締
結

　
6
月
22
日
に
舞
鶴
市
と
大
塚
製
薬
株
式
会
社

は
、市
民
の
健
康
づ
く
り
と
災
害
時
に
お
け
る

支
援
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、連
携
協
力

に
係
る
協
定
を
締
結
。
多
世
代
交
流
施
設「
ま

な
び
あ
む
」を
中
心
に
熱
中
症
対
策
な
ど「
健
康
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
、

市
民
の
健
康
増
進
に
係
る
事
業
を
進
め
る
と
と

も
に
多
世
代
交
流
の
促
進
を
目
指
し
ま
す
。ま

た
、災
害
時
に
は
飲
料（
食
品
）の
備
蓄
庫
と
し

て
使
用
が
で
き
る
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
ベ
ン
ダ
ー（
災

害
対
応
型
自
動
販
売
機
）を
設
置
す
る
災
害
対

策
の
取
り
組
み
も
進
め
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、企
画
政
策
課（
☎
66
・１
０
４
２
）へ
。

市の人口と世帯数
人口  78,223 人（-102 人）　世帯  34,121 世帯（-13 世帯）

男  39,108 人（-64 人）　女  39,115 人（-38 人）　※令和３年７月１日現在の推計人口。（　）内は前月比

暮
ら
し
の
情
報

赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
の
管
理
運
営
等
事
業
者

募
集

　
観
光
戦
略
拠
点
で
あ
る
赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
を

中
心
と
し
た
周
辺
一
帯
を
、日
本
海
側
有
数
の

一
大
交
流
拠
点
と
し
、さ
ら
な
る
交
流
人
口
の

拡
大
を
目
指
し
、令
和
４
年
４
月
か
ら
当
該
エ

リ
ア
全
体
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
管
理
運
営
等

事
業
者
を
募
集
。

　
従
来
の
指
定
管
理
者
制
度
に
よ
る
維
持
管
理

運
営
に
加
え
、新
た
に
公
募
設
置
管
理
制
度
を

導
入
し
、さ
ら
な
る
に
ぎ
わ
い
の
創
出
を
目
指

し
ま
す
。申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、企
画
政
策
課（
☎
66
・１
０
４
２
）へ
。

ま
い
づ
る
環
境
市
民
賞
の
表
彰
候
補
者
を

募
集

　
低
炭
素
社
会
の
実
現
や
循
環
型
社
会
の
確

立
、自
然
と
の
共
生
社
会
の
確
立
な
ど
、市
内

で
優
れ
た
環
境
活
動
を
行
っ
て
い
る
個
人
、

団
体
を
表
彰
。部
門
は「
一
般
部
門
」と「
子
ど

も
未
来
部
門
」。自
薦
、他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
。

【
申
し
込
み
方
法
】９
月
３
日
㈮
ま
で
に
所
定
の

用
紙（
生
活
環
境
課
に
備
え
付
け
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
、左
コ
ー
ド
か

ら
ア
ク
セ
ス
可
）に
必
要
書
類
を
添
付
し
、ま
い

づ
る
環
境
市
民
会
議
事
務
局（
生
活

環
境
課
内
、☎
66
・
１
０
６
４
）へ
。

くらしの情報

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
へ
諮
問

　
７
月
２
日
に「
舞
鶴
市
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
」を
開
催
。
特
別
職（
市
長
、副
市
長
、教
育

長
）の
給
料
の
額
、議
員
の
報
酬
の
額
に
つ
い
て
、

一
層
の
適
正
化
を
目
指
す
た
め
、市
長
か
ら
審

議
会
へ
諮
問
し
ま
し
た
。

　
今
後
、府
内
の
自
治
体
や
、人
口
・
財
政
規

模
が
本
市
と
類
似
し
て
い
る
自
治
体
の
状
況
等

を
参
考
に
、多
角
的
に
審
議
い
た
だ
き
、年
内

に
答
申
を
受
け
る
予
定
で
す
。　

　
《
人
事
課
》

市
議
会
６
月
定
例
会

議
案
を
可
決
・
承
認
・
同
意

　
市
議
会
の
６
月
定
例
会
が
６
月
２
日
に
開

会
。
令
和
３
年
度
の
補
正
予
算
や
条
例
な
ど

市
長
提
案
の
20
議
案
が
審
議
。
原
案
ど
お
り

可
決
・
承
認
・
同
意
さ
れ
、6
月
29
日
に
閉

会
し
ま
し
た
。主
な
内
容
は
、次
の
と
お
り
。

▪
条
例

❖
舞
鶴
市
公
募
型
補
助
金
等
交
付
対
象
者
選

定
委
員
会
条
例
❖
舞
鶴
市
公
募
対
象
公
園
施

設
設
置
等
予
定
者
選
定
委
員
会
条
例
❖
舞
鶴

市
消
防
表
彰
条
例
の
一
部
改
正
❖
舞
鶴
市
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

❖
舞
鶴
市
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
❖
舞
鶴

市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
❖
公
営
住
宅

法
及
び
住
宅
地
区
改
良
法
に
よ
る
舞
鶴
市
営

住
宅
等
管
理
条
例
の
一
部
改
正
❖
舞
鶴
市
道

の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

❖
舞
鶴
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

▪
人
事

❖
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
…
内
藤
行
雄
氏
、

西
谷
和
子
氏
❖
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

…
小
谷
和
弥
氏
、酒
井
優
氏
、福
島
イ
ツ
ヨ
氏

▪
詳
細
情
報
を
公
開
中

　
市
議
会
定
例
会
に
関
す
る
資
料
・
情
報
は
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
本
庁
１
階
）で

公
開
し
て
い
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
閲
覧
で
き
ま
す（
下
コ
ー
ド
か

ら
ア
ク
セ
ス
可
）。　
　
《
総
務
課
》

来
年
１
月
９
日
に
成
人
式

【
日
時
】来
年
１
月
９
日
㈰
14
時
か
ら

【
場
所
】赤
れ
ん
が
パ
ー
ク

【
対
象
】平
成
13
年
４
月
２
日
～
14
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人

【
申
し
込
み
方
法
】12
月
３
日
㈮
ま
で
に
成
人
式

式
典
参
加
希
望
と
明
記
し
、郵
便
番
号
、住
所
、

氏
名
、性
別
、電
話
番
号
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
専
用
フ
ォ
ー
ム
か
は
が
き
、フ
ァ
ク
ス
で
地

域
づ
く
り
支
援
課（
☎
66
・
1
0
7
3
、ＦＡＸ
62
・

9
8
9
1
）へ
。
舞
鶴
市
に
住
民
票
が
あ
る
新

成
人
に
は
10
月
ご
ろ
に
案
内
を
送
付
。

※
民
法
改
正
に
よ
り
令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら

成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
に
変
わ
り
ま
す
。

舞
鶴
市
で
は
、例
年
の
と
お
り
20
歳
を
迎
え

る
人
を
対
象
に
式
典
を
行
い
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

《
新
成
人
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
表
者
・
新
成
人
宣
言

の
文
案
を
募
集
》い
ず
れ
も
対
象
は
上
記
の
と
お

り
。申
し
込
み
は
10
月
31
日
㈰
ま
で
に
住
所
、氏
名
、

電
話
番
号
、原
稿（
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
2
0
0
字
以
内
、

文
案
は
80
字
以
内
）を
郵
送
か
フ
ァ
ク
ス
で
同
課
へ
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け
付
け
。

市
の
キ
ャッ
チ
コ
ピ
ー
は「
ヅ
ル
い
い
！

舞
鶴
」に
決
定　
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
募
集

　
舞
鶴
市
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が「
ヅ
ル
い
い
！

舞
鶴
」に
決
定
し
ま
し
た
。

　
「
ヅ
ル
い
い
！
」は「
舞
鶴
良
い
！
」と
い
う

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
と「
う
ら
や
ま
し
い
」と

い
う
意
味
で
の「
ズ
ル
い
」、「
マ
イ
ヅ
ル
」の「
ヅ

ル
」で
韻
を
踏
ん
だ
造
語
で「
舞
鶴
っ
ぽ
い
」「
舞

鶴
ら
し
い
」と
い
う
意
味
を
持
つ「
舞
鶴
語
」と

し
て
定
着
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て

い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
地
元
の
こ
と
を
も
っ
と
好

き
に
な
っ
て
も
ら
い「
舞
鶴
良
い
！
」と
思
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、幅
広
い
世
代
の
皆
さ
ん
に

親
し
み
や
す
く
、活
用
し
や
す
い
ロ
ゴ
マ
ー
ク

を
募
集
し
ま
す
。詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左

コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）で
確
認
を
。

▼
詳
し
く
は
、
広
報
広
聴
課（
☎

66
・
１
０
４
１
）へ
。
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